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企業振興促進条例
①　企業振興促進制度
　町内における企業振興を促進するため、町内に事業場を新設、または増設する方に対し、助成や固定資産税の課税
免除を行う制度です。
　対象となるのは、工場や宿泊施設など18事業場です。
　また、新設・増設に加え、事業場の移転や、事業場を移転した上で業種を転換する場合も対象となります。

例）　飲食店を新設・増設・移転または他の業種から飲食店に転業する場合

飲食店 対象要件
投資額 新規雇用者 助成額

500万円以上 ２人以上新設 投資額の３％以内、上限200万円
150万円以上増設 投資額の３％以内、上限 30万円
 50万円以上移転または転業 投資額の３％以内、上限 20万円

（注） その他の業種の事業場については、町公式ウェブサイトをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。
※投資額／事業場の建物および営業用設備の取得額。
※新規雇用者／事業者が新規に雇用する、本町に住民登録をしている方か、住民登録を予定している方。

②　新規雇用支援
　本町に住民登録をしている方か、住民登録をする予定の方を雇用する事業者に対し、その賃金の一部を１年間補助
します。

対象事業者
（次の全てに該当すること）

対象となる新規雇用者
（次の全てに該当すること）

利用回数
および人数

補助金額
（月額）

 弟子屈町に住所を有する方を積極
的、かつ継続的に雇用する意思が
ある事業者。
町が出資していない事業者。
町税などを滞納していない事業者。
 雇用保険に加入している、または
加入する事業者。
 過去１年間に事業主の事由による
退職者がいない事業者。

 雇用保険に加入し、1年を超え
て雇用される方。
 当該事業者（法人、その他の団体
では、その役員）の３親等以内の
親族でない方。

１事業所につき
１回、かつ新規
雇用者２人まで

１人かつ１カ月に
につき、支払った
月額賃金の10分の
３の額とし、３万
円を限度とする。

③　空き店舗の活用促進
　空き店舗を活用して事業を行う方に、賃借料や改築費を補助します。対象となる空き店舗は、賃貸借契約を締結す
る際に事業が行われていない店舗および事業用に使用していた家屋などで、次に該当する場合です。

申請者
（次の全てに該当すること）

賃貸借契約の相手方
（次の全てに該当しないこと）

新たに開業する方。
 空き店舗を活用して積極的、かつ継続
的に事業を営む意思のある方。
 町が出資していない法人やその他の
団体。
町税などを滞納していない方。
この補助を使用したことがない方。

▼補助対象者が個人の場合
補助対象者の３親等以内の親族。
補助対象者が役員の法人。
補助対象者の３親等以内の親族が役員の法人。

▼補助対象者が法人の場合
補助対象者の役員、または当該役員の３親等以内の親族。
補助対象者の同族会社。
補助対象者の同族会社の役員又は当該役員の３親等以内の親族。

　 ▼補助金の額　賃借料補助金
　　　　　　　　　補助期間／２年間
　　　　　　　　　補助金額／営業開始１年目　月額賃借料の３分の２以内で限度額５万円
　　　　　　　　　　　　　　営業開始２年目　月額賃借料の３分の１以内で限度額２万5,000円
　　　　　　　　改築費補助金
　　　　　　　　　補助対象費／空き店舗の営業に係る部分の改築・改装および営業用設備設置費用
　　　　　　　　　補助金額／改築費用の２分の１以内とし、上限額100万円

問い合わせ先／役場観光商工課商工振興係☎４８２‐２９４０（課直通）

中小企業振興条例
④　融資
　本町の中小企業や協同組合などの経営の合理化と経済的地位の向上、事業運営の基礎となる金融の円滑化のため、
貸し付けを行っています。

　 ▼対象
　中小企業等協同組合法による協同組合。
　町内に独立した事業所や店舗を有して事業を行い、事業が北海道信用保証協会の保証対象業種の方。
　町税などを滞納していない方。

貸付金の
種類

貸付限度額
個人 法人

  600万円以内   600万円以内運転資金
1,500万円以内 1,500万円以内設備資金

※ 申し込み方法／金融機関・北海道信用保証協会の所定の借入申込書に必要書類を添付し、弟子屈町商工会に提出。町を経て金融機関に申し
込みます。
※償還方法／割賦償還か一時償還で、運転資金は６カ月以内、設備資金は12カ月以内の据え置き期間を置くことができます。

償還期間
個人 法人

５年以内 ５年以内
10年以内 10年以内

貸付金の用途

経営合理化に充てるもの
設備の近代化・合理化に充てるもの

安心して働くための「無期転換ルール」
　「無期転換ルール」とは、有期雇用契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の
定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始
した有期労働契約が対象です。

　無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の

趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限など

を一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合がありますので、慎重な対応が必要です。

❏問い合わせ先／北海道労働雇用環境・均等部☎０１１‐７０９‐２７１５まで。

事業主の皆様・有期労働契約で働く皆さんへ
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【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】 
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※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
　労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定が必要です。

・対象となる方
　 　雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算５年を超える全ての方が対象
です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

・無期転換の申込みは、書面で行うことをお勧めします
　 　無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します
（会社は断ることができません）。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書
面で行うことをお勧めします。


